
施設名 指定管理者 指定期間

令和5年4月1日から

令和10年3月31日まで

令和5年4月1日から

令和10年3月31日まで

令和5年4月1日から

令和10年3月31日まで

令和６年4月1日から

令和1１年3月31日まで

令和６年4月1日から

令和1１年3月31日まで

令和６年4月1日から

令和1１年3月31日まで

令和６年4月1日から

令和1１年3月31日まで

令和7年4月1日から

令和11年3月31日まで

令和8年4月1日から

令和9年3月31日まで

株式会社コマーム

入間市扇台福祉作業所

指定管理者制度導入施設一覧

入間市地区体育施設等（藤沢、東金
子、西武、黒須、宮寺の各地区体育
館）

アイル・コーポレーション株式会社

入間市文化創造アトリエ（アミーゴ）
特定非営利活動法人入間市文化創造ネッ
トワーク

入間市立図書館西武分館、金子分
館、藤沢分館

株式会社図書館流通センター

入間市農村環境改善センター アイル・コーポレーション株式会社

入間市博物館（アリット） いるまミュージアムパートナーズ

社会福祉法人入間市社会福祉協議会

体育施設（入間市市民体育館・入間
市武道館・入間市運動公園・黒須市
民運動場・中央公園）

アイル・オーエンスグループ

入間市産業文化センター 株式会社ケイミックスパブリックビジネス

入間市児童センター（アイクス）


